
事 務 連 絡 

平成１９年 ４月１３日 

 

各サービス事業所 各位 

 

 

                            飾区福祉部 

介護保険課長 酒井 威 

 

 

介護サービス事業者の法令遵守の徹底について 

 

 

標記の件について、厚生労働省より別添の通知（平成１９年４月１０日付老総発第0410001

号・老振発第0410001号）の発出がありましたので、お知らせいたします。 

各事業所の管理者におかれましては、改めて運営基準・人員基準等の法令に則り適正な事

業所運営がなされているのか自主点検し、介護サービスの質の向上に努めるようお願いいた

します。 

 この旨、貴所属職員にも周知するよう併せてお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （問い合わせ先） 

飾区福祉部 介護保険課管理係 

                      電 話：０３－５６５４－８２４６（直通） 

                      ＦＡＸ：０３－５６９８－１５０４ 


